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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体が流れるセルと、
  第２の蛍光波長帯域より第１の蛍光波長帯域に強い強度を有する光を発する生物粒子、
及び前記第１の蛍光波長帯域より前記第２の蛍光波長帯域に強い強度を有する光を発する
非生物粒子を含み得る前記セル中を流れる液体に向けて、前記第１及び第２の蛍光波長帯
域の間の波長帯域において前記液体でラマン散乱光が生じるような波長の励起光を発する
光源と、
  前記第１及び第２の蛍光波長帯域の光を検出する蛍光検出部と、
  前記励起光を照射された前記液体中で生じた、前記励起光と波長が同じ散乱光を検出す
る散乱光検出部と、
　前記蛍光検出部で検出された前記第１及び第２の蛍光波長帯域の光の強度と、前記散乱
光検出部で検出された前記励起光と波長が同じ散乱光の強度と、を時系列的に保存する光
強度記憶装置と、
  検出した前記第１の蛍光波長帯域の光の強度と、前記第２の蛍光波長帯域の光の強度と
、を比較する比較部と、
  前記光強度記憶装置から前記第１及び第２の蛍光波長帯域の光の強度と、前記励起光と
波長が同じ散乱光の強度と、を読み出し、前記励起光と波長が同じ散乱光が検出され、か
つ、前記第１の蛍光波長帯域の光の強度が前記第２の蛍光波長帯域の光の強度よりも大き
い場合、前記セル中を流れる液体が前記生物粒子を含んでいると判定し、前記励起光と波
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長が同じ散乱光が検出され、かつ、前記第２の蛍光波長帯域の光の強度が前記第１の蛍光
波長帯域の光の強度よりも大きい場合、前記セル中を流れる液体が前記非生物粒子を含ん
でいると判定する判定部と、
  を備え、
　前記生物粒子が発する光のスペクトルの強度が、前記ラマン散乱光のピークよりも長波
長側で強くなり、前記非生物粒子が発する光のスペクトルの強度が、前記ラマン散乱光の
ピークよりも短波長側で強くなるよう、前記励起光の波長を設定する、
　液中粒子検出装置。
【請求項２】
　前記励起光と波長が同じ散乱光が検出され、かつ、前記第１及び第２の蛍光波長帯域の
光が検出されなかった場合、前記液体が前記生物粒子及び前記非生物粒子を含んでいない
と前記判定部が判定する、請求項１に記載の液中粒子検出装置。
【請求項３】
　セルに液体を流すことと、
  第２の蛍光波長帯域より第１の蛍光波長帯域に強い強度を有する光を発する生物粒子、
及び前記第１の蛍光波長帯域より前記第２の蛍光波長帯域に強い強度を有する光を発する
非生物粒子を含み得る前記セル中を流れる液体に向けて、前記第１及び第２の蛍光波長帯
域の間の波長帯域において前記液体でラマン散乱光が生じるような波長の励起光を発する
ことと、
  前記第１及び第２の蛍光波長帯域の光を検出することと、
  前記励起光を照射された前記液体中で生じた、前記励起光と波長が同じ散乱光を検出す
ることと、
　前記検出された前記第１及び第２の蛍光波長帯域の光の強度と、前記検出された前記励
起光と波長が同じ散乱光の強度と、を時系列的に光強度記憶装置に保存することと、
  検出した前記第１の蛍光波長帯域の光の強度と、前記第２の蛍光波長帯域の光の強度と
、を比較することと、
  前記光強度記憶装置から前記第１及び第２の蛍光波長帯域の光の強度と、前記励起光と
波長が同じ散乱光の強度と、を読み出し、前記励起光と波長が同じ散乱光が検出され、か
つ、前記第１の蛍光波長帯域の光の強度が前記第２の蛍光波長帯域の光の強度よりも大き
い場合、前記セル中を流れる液体が前記生物粒子を含んでいると判定し、前記励起光と波
長が同じ散乱光が検出され、かつ、前記第２の蛍光波長帯域の光の強度が前記第１の蛍光
波長帯域の光の強度よりも大きい場合、前記セル中を流れる液体が前記非生物粒子を含ん
でいると判定することと、
  を含み、
　前記生物粒子が発する光のスペクトルの強度が、前記ラマン散乱光のピークよりも長波
長側で強くなり、前記非生物粒子が発する光のスペクトルの強度が、前記ラマン散乱光の
ピークよりも短波長側で強くなるよう、前記励起光の波長を設定する、
　液中粒子の検出方法。
【請求項４】
　前記励起光と波長が同じ散乱光が検出され、かつ、前記第１及び第２の蛍光波長帯域の
光が検出されなかった場合、前記液体が前記生物粒子及び前記非生物粒子を含んでいない
と判定することを更に含む、請求項３に記載の液中粒子の検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は検出技術に関し、液中蛍光検出装置及び液中の蛍光の検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　検査対象である気体に含まれる蛍光粒子を検出する方法（例えば、特許文献１、２参照
。）、及び検査対象である液体に含まれる蛍光粒子を検出する方法（例えば特許文献３参
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照。）が提案されている。いずれの方法においても、検査対象に励起光が照射され、蛍光
が検出された場合に、粒子が存在すると判断される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許４３７７０６４号公報
【特許文献２】特開２０１２－８８３０４号公報
【特許文献３】特開２０１３－１１７４６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般に気体に励起光を照射しても、自家蛍光を発する蛍光粒子の検出の妨げになる程度
の強さのラマン散乱光は生じないが、液体に励起光を照射すると、水などの液体を構成す
る分子、あるいは液体中に含まれる分子によって、自家蛍光を発する蛍光粒子の検出の妨
げになる程度の強さのラマン散乱光が生じることがある。ラマン散乱光の波長は、励起光
の波長よりも長いため、検査対象に含まれる蛍光粒子が発する蛍光の波長と重なる場合が
ある。また、検査対象は、複数種類の蛍光粒子を含んでいる場合がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、液中で正確に蛍光を検出可能な液中蛍光検出装置及び液中の蛍光の
検出方法を提供することを目的の一つとする。なお、蛍光とは、自家蛍光を含む。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の態様によれば、（ａ）第２の蛍光波長帯域より第１の蛍光波長帯域に強い強度
を有する光を発する第１の物質、及び第１の蛍光波長帯域より第２の蛍光波長帯域に強い
強度を有する光を発する第２の物質を含み得る液体に向けて、第１及び第２の蛍光波長帯
域の間の波長帯域において液体でラマン散乱光が生じるような波長の励起光を発する光源
と、（ｂ）第１及び第２の蛍光波長帯域の光を検出する蛍光検出部と、を備える、液中蛍
光検出装置が提供される。
【０００７】
　上記装置は、検出した第１の蛍光波長帯域の光の強度と、第２の蛍光波長帯域の光の強
度と、を比較する蛍光基準比較部をさらに備えていてもよい。また、上記装置は、第１の
蛍光波長帯域の光の強度が第２の蛍光波長帯域の光の強度よりも大きい場合、液体が第１
の物質を含んでいると判定し、第２の蛍光波長帯域の光の強度が第１の蛍光波長帯域の光
の強度よりも大きい場合、液体が第２の物質を含んでいると判定する判定部をさらに備え
ていてもよい。
【０００８】
　上記装置において、第１の物質が生物粒子であり、第２の物質が非生物粒子であっても
よい。また、第１の蛍光波長帯域の方が、第２の蛍光波長帯域よりも長波長側であっても
よい。さらに、第１の蛍光波長帯域の光が生物粒子が発する自家蛍光であり、第２の蛍光
波長帯域の光が非生物粒子が発する自家蛍光であってもよい。
【０００９】
　あるいは、上記装置において、第１及び第２の物質が非生物粒子であってもよいし、第
１及び第２の物質の少なくとも一方が液体中に溶解した蛍光物質であってもよい。
【００１０】
　上記装置は、励起光を照射された液体中で生じた、励起光と波長が同じ散乱光を検出す
る散乱光検出部をさらに備えていてもよい。
【００１１】
　また、本発明の態様によれば、（ａ）第２の蛍光波長帯域より第１の蛍光波長帯域に強
い強度を有する光を発する第１の物質、及び第１の蛍光波長帯域より第２の蛍光波長帯域
に強い強度を有する光を発する第２の物質を含み得る液体に向けて、第１及び第２の蛍光
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波長帯域の間の波長帯域において液体でラマン散乱光が生じるような波長の励起光を発す
ることと、（ｂ）第１及び第２の蛍光波長帯域の光を検出することと、を含む、液中の蛍
光の検出方法が提供される。
【００１２】
　上記方法は、検出した第１の蛍光波長帯域の光の強度と、第２の蛍光波長帯域の光の強
度と、を比較することをさらに含んでいてもよい。また、上記方法は、第１の蛍光波長帯
域の光の強度が第２の蛍光波長帯域の光の強度よりも大きい場合、液体が第１の物質を含
んでいると判定し、第２の蛍光波長帯域の光の強度が第１の蛍光波長帯域の光の強度より
も大きい場合、液体が第２の物質を含んでいると判定することをさらに含んでいてもよい
。
【００１３】
　上記方法において、第１の物質が生物粒子であり、第２の物質が非生物粒子であっても
よい。また、上記方法において、第１の蛍光波長帯域の方が、第２の蛍光波長帯域よりも
長波長側であってもよい。さらに、上記方法において、第１の蛍光波長帯域の光が生物粒
子が発する自家蛍光であり、第２の蛍光波長帯域の光が非生物粒子が発する自家蛍光であ
ってもよい。
【００１４】
　あるいは、上記方法において、第１及び第２の物質が非生物粒子であってもよいし、第
１及び第２の物質の少なくとも一方が液体中に溶解した蛍光物質であってもよい。
【００１５】
　上記方法は、励起光を照射された液体中で生じた、励起光と波長が同じ散乱光を検出す
ることをさらに含んでいてもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、液中で正確に蛍光を検出可能な液中蛍光検出装置及び液中の蛍光の検
出方法を提供可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る液中蛍光検出装置の模式図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る微生物が発する自家蛍光の蛍光スペクトルの実
例である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る非生物粒子が発する自家蛍光の蛍光スペクトル
の実例である。
【図４】図２及び図３に示したスペクトルを重ねたグラフである。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る微生物が発する自家蛍光の蛍光スペクトルの実
例である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る非生物粒子が発する自家蛍光の蛍光スペクトル
の実例である。
【図７】図５及び図６に示したスペクトルを重ねたグラフである。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係る微生物が発する自家蛍光の蛍光スペクトルの実
例である。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係る非生物粒子が発する自家蛍光の蛍光スペクトル
の実例である。
【図１０】図８及び図９に示したスペクトルを重ねたグラフである。
【図１１】本発明の第２の実施の形態に係るガラスからなる非生物粒子が発する自家蛍光
の蛍光スペクトルの実例である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態に係るＰＥＴからなる非生物粒子が発する自家蛍光
の蛍光スペクトルの実例である。
【図１３】図１１及び図１２に示したスペクトルを重ねたグラフである。
【図１４】本発明の第３の実施の形態に係る消毒用アルコールが発する蛍光の蛍光スペク
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トルの実例である。
【図１５】本発明の第３の実施の形態に係る緑茶が発する蛍光の蛍光スペクトルの実例で
ある。
【図１６】図１４及び図１５に示したスペクトルを重ねたグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部
分には同一又は類似の符号で表している。但し、図面は模式的なものである。したがって
、具体的な寸法等は以下の説明を照らし合わせて判断するべきものである。また、図面相
互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
【００１９】
　（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態に係る液中蛍光検出装置は、図１に示すように、第２の蛍光
波長帯域より第１の蛍光波長帯域に強い強度を有する光を発する第１の物質、及び第１の
蛍光波長帯域より第２の蛍光波長帯域に強い強度を有する光を発する第２の物質を含み得
るセル４０中の液体に向けて、第１及び第２の蛍光波長帯域の間の波長帯域において液体
でラマン散乱光が生じるような波長の励起光を発する光源１０と、第１及び第２の蛍光波
長帯域の光を検出する蛍光検出部１０２と、を備える。
【００２０】
　例えば、セル４０中の液体に含まれうる第１の物質は微生物等の生物粒子であり、第２
の物質が非生物粒子である。液体が第１の物質及び第２の物質を含みうるとは、液体が第
１の物質及び第２の物質を含む可能性があることを意味し、検査のうえ、液体が第１の物
質及び第２の物質を含んでいないと判定されることもある。
【００２１】
　液中蛍光検出装置は、励起光を照射された液体中で生じた、励起光と波長が同じ散乱光
を検出する散乱光検出部１０５をさらに備えていてもよい。光源１０と、蛍光検出部１０
２と、散乱光検出部１０５と、は、筐体３０に設けられている。光源１０には、光源１０
に電力を供給する光源駆動電源１１が接続されている。光源駆動電源１１には、光源１０
に供給される電力を制御する電源制御装置１２が接続されている。励起光が照射される液
体は、透明なセル４０の中を流れる。励起光が照射される液体は、例えば、純水、製薬用
水、注射用水、及び培養液であるが、これらに限定されない。セル４０は、例えばプラン
トの配管に接続されていてもよいが、これに限定されない。
【００２２】
　光源１０は、セル４０中を流れる液体に向けて、広帯域波長の励起光を照射する。光源
１０としては、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）及びレーザが使用可能である。励起光
の波長は、例えば２５０ないし５５０ｎｍである。励起光は、可視光であっても、紫外光
であってもよい。励起光が可視光である場合、励起光の波長は、例えば４００ないし５５
０ｎｍの範囲内であり、例えば４０５ｎｍである。励起光が紫外光である場合、励起光の
波長は、例えば３００ないし３８０ｎｍの範囲内であり、例えば３４０ｎｍである。ただ
し、励起光の波長は、これらに限定されない。
【００２３】
　セル４０の中の液体に細菌等の微生物が含まれる場合、励起光を照射された微生物に含
まれるニコチンアミドアデニンジヌクレオチド及びリボフラビン等が、蛍光を発する。ま
た、セル４０の中の液体に例えば金属又は樹脂からなる非微生物粒子が含まれる場合も、
励起光を照射された非微生物粒子が、蛍光、又は波長帯域が蛍光と重なる光を発する場合
がある。なお、蛍光とは、自家蛍光を含む。
【００２４】
　例えば、液体が精製水製造装置で製造された水である場合、水には精製水製造装置の材
料からなる非微生物粒子が含まれる場合がある。例えば、精製水製造装置が備えうるフィ
ルタやハウジングからは、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリテトラフルオロエチレン
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（ＰＴＦＥ）、オレフィン、ポリカーボネート、及びポリウレタン等から選択される少な
くとも一つの材料からなる粒子が生じうる。また、精製水製造装置が備えうるパッキンか
らは、例えば、シリコンゴム、ニトリルゴム（ＮＢＲ）、エチレンプロピレンゴム（ＥＰ
ＤＭ）、フッ素ゴム、カルレッツ、及びＰＴＦＥ等から選択される少なくとも一つの材料
からなる粒子が生じうる。さらに、精製水製造装置が備えうるポンプからは、バイトン、
フッ素樹脂、シリコン樹脂、ポリアミド、ポリフェニレンスルファイド（ＰＰＳ）、及び
パーフロ等から選択される少なくとも一つの材料からなる粒子が生じうる。またさらに、
精製水製造装置が備えうるシールからは、例えばＰＴＦＥ等からなる粒子が生じうる。加
えて、精製水製造装置が備えうる配管からは、酸化ステンレス等の金属材料からなる粒子
が生じうる。上記したような精製水製造装置から生じる粒子の材料は、励起光を照射され
ると、蛍光、又は波長帯域が蛍光と重複する光を発する場合がある。
【００２５】
　微生物及び非微生物粒子が発する蛍光帯域の光のスペクトルは、微生物及び非微生物粒
子の種類によって異なる。また、一般に、微生物が発する蛍光波長帯域の光の強度は、非
微生物粒子が発する蛍光波長帯域の光の強度よりも長波長側で強い傾向にある。そのため
、複数の波長において検出した蛍光帯域の光の強度に基づいて、液体に含まれる粒子等の
物質が、微生物であるか、あるいは非微生物粒子であるかを判定することが可能となる。
【００２６】
　また、液体に励起光を照射すると、励起光が液体に含まれる分子によって散乱され、励
起光よりも波長の長いラマン散乱光が発生する。例えば、水においては、励起光の波長よ
りも５０ないし１００ｎｍ、あるいは６０ないし７０ｎｍ長い波長のラマン散乱光が生じ
る。ラマン散乱光の波長帯は、主に分子の種類と、励起光の波長により変化する。具体的
には、励起光の波長が３８０ｎｍである場合、水において波長が４３６ｎｍ前後にラマン
散乱光のピークが発生する。励起光の波長が４０５ｎｍである場合、水において波長が４
６９ｎｍ前後にラマン散乱光のピークが発生する。励起光の波長が４９０ｎｍである場合
、水において波長が５３５ｎｍ前後及び５８５ｎｍ前後にラマン散乱光のピークが発生す
る。
【００２７】
　そのため、ラマン散乱光のピーク波長が、微生物又は非微生物粒子が発する強度の弱い
自家蛍光等の蛍光帯域の光の波長と重なると、ラマン散乱光が迷光として作用し、本来の
検出対象である、強度の弱い自家蛍光の検出が困難になる場合がある。また、液体中に微
生物又は非微生物粒子が含まれていると誤判定する場合もあり得る。
【００２８】
　これに対し、第１の実施の形態に係る液中蛍光検出装置は、微生物が発する蛍光の強度
が強い第１の蛍光波長帯域と、非微生物粒子が発する蛍光の強度が強い第２の蛍光波長帯
域の間の波長帯域においてラマン散乱光が生じるような波長の励起光を発する。
【００２９】
　図２は、波長が４０５ｎｍの励起光を照射したときの、水棲菌であるシュードモナス・
デミニュータ（Ｂｒｅｖｕｎｄｉｍｏｎａｓ　ｄｉｍｉｎｕｔａ、ＡＴＣＣ　１９１４６
）及びシュードモナス・プチダ（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｐｕｔｉｄａ、ＡＴＣＣ　１
２６３３）が発する自家蛍光のスペクトルの実例の一つである。図３は、波長が４０５ｎ
ｍの励起光を照射したときの、種々の樹脂ガスケット材料から生じた非生物粒子が発する
自家蛍光のスペクトルの実例の一つである。図４は、図２に示したスペクトルと、図３に
示したスペクトルと、を重ねたグラフである。図２ないし図４に示すように、微生物が発
する自家蛍光のスペクトルは、非生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルよりも長波長側
において強度が強い。反対に、非生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルは、微生物が発
する自家蛍光のスペクトルよりも短波長側おいて強度が強い。また、このとき、水におい
て波長が４６９ｎｍ前後にラマン散乱光のピークが発生している。微生物が発する自家蛍
光のスペクトルは、ラマン散乱光のピークよりも長波長側において強度が強い。反対に、
非生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルは、ラマン散乱光のピークよりも短波長側にお
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いて強度が強い。
【００３０】
　図５は、波長が３８０ｎｍの励起光を照射したときの、枯草菌であるバシラス・アトロ
フィーウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｔｒｏｐｈａｅｕｓ）が発する自家蛍光のスペクトル
の実例の一つである。図６は、波長が３８０ｎｍの励起光を照射したときの、ガラス及び
種々の樹脂材料からなる非生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルの実例の一つである。
図７は、図５に示したスペクトルと、図６に示したスペクトルと、を重ねたグラフである
。図５ないし図７に示すように、微生物が発する自家蛍光のスペクトルは、非生物粒子が
発する自家蛍光のスペクトルよりも長波長側において強度が強い。反対に、非生物粒子が
発する自家蛍光のスペクトルは、微生物が発する自家蛍光のスペクトルよりも短波長側お
いて強度が強い。また、このとき、水において波長が４３６ｎｍ前後にラマン散乱光のピ
ークが発生している。微生物が発する自家蛍光のスペクトルは、ラマン散乱光のピークよ
りも長波長側において強度が強い。反対に、非生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルは
、ラマン散乱光のピークよりも短波長側において強度が強い。
【００３１】
　図８は、波長が４９０ｎｍの励起光を照射したときの、枯草菌であるバシラス・アトロ
フィーウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｔｒｏｐｈａｅｕｓ）が発する自家蛍光のスペクトル
の実例の一つである。図９は、波長が４９０ｎｍの励起光を照射したときの、ポリエチレ
ンテレフタレート（ＰＥＴ）からなる非生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルの実例の
一つである。図１０は、図８に示したスペクトルと、図９に示したスペクトルと、を重ね
たグラフである。図８ないし図１０に示すように、微生物が発する自家蛍光のスペクトル
は、非生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルよりも長波長側において強度が強い。反対
に、非生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルは、微生物が発する自家蛍光のスペクトル
よりも短波長側おいて強度が強い。また、このとき、水において波長が５３５ｎｍ前後及
び５８５ｎｍ前後にラマン散乱光のピークが発生している。微生物が発する自家蛍光のス
ペクトルは、ラマン散乱光のピークよりも長波長側において強度が強い。反対に、非生物
粒子が発する自家蛍光のスペクトルは、ラマン散乱光のピークよりも短波長側において強
度が強い。
【００３２】
　図１に示す光源１０は、微生物が発する自家蛍光のスペクトルと、非生物粒子が発する
自家蛍光のスペクトルと、の間に、ラマン散乱光の波長帯域が位置するような波長の励起
光を照射する。あるいは、光源１０は、微生物が発する自家蛍光のスペクトルの裾と、非
生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルの裾と、が重なる部分に、ラマン散乱光の波長帯
域が位置するような波長の励起光を照射する。
【００３３】
　蛍光検出部１０２は、微生物又は非微生物粒子が発する蛍光帯域の光を検出する。蛍光
検出部１０２は、第１の蛍光波長帯域の光を受光する第１の受光素子２０Ａと、第１の蛍
光波長帯域とは異なる第２の蛍光波長帯域の光を受光する第２の受光素子２０Ｂと、を備
える。第１及び第２の受光素子２０Ａ、２０Ｂは、ラマン散乱光の波長帯域の光を検出し
ないようにされてもよい。例えば、第１及び第２の受光素子２０Ａ、２０Ｂが検出可能な
波長帯域から、ラマン散乱光の波長帯域を除外してもよい。あるいは、第１及び第２の受
光素子２０Ａ、２０Ｂの前に、ラマン散乱光の波長帯域の光を遮光するフィルタ、あるい
は、バンドパスフィルタ、ロングパスフィルタ、ショートパスフィルタ、及びダイクロイ
ックミラー、並びにこれらを組み合わせた波長選択手段等を配置してもよい。第１の受光
素子２０Ａ及び第２の受光素子２０Ｂとしては、フォトダイオード及び光電子増倍管等が
使用可能であり、光を受光すると、光エネルギーを電気エネルギーに変換する。
【００３４】
　第１の受光素子２０Ａには、第１の受光素子２０Ａで生じた電流を増幅する増幅器２１
Ａが接続されている。増幅器２１Ａには、増幅器２１Ａに電力を供給する増幅器電源２２
Ａが接続されている。また、増幅器２１Ａには、増幅器２１Ａで増幅された電流を受け取
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り、第１の受光素子２０Ａが受光した光の強度を算出する光強度算出装置２３Ａが接続さ
れている。光強度算出装置２３Ａは、例えば、検出した光のスペクトルの面積に基づいて
、光の強度を算出する。光強度算出装置２３Ａには、光強度算出装置２３Ａが算出した光
の強度を保存する光強度記憶装置２４Ａが接続されている。
【００３５】
　第２の受光素子２０Ｂには、第２の受光素子２０Ｂで生じた電流を増幅する増幅器２１
Ｂが接続されている。増幅器２１Ｂには、増幅器２１Ｂに電力を供給する増幅器電源２２
Ｂが接続されている。また、増幅器２１Ｂには、増幅器２１Ｂで増幅された電流を受け取
り、第２の受光素子２０Ｂが受光した光の強度を算出する光強度算出装置２３Ｂが接続さ
れている。光強度算出装置２３Ｂは、例えば、検出した光のスペクトルの面積に基づいて
、光の強度を算出する。光強度算出装置２３Ｂには、光強度算出装置２３Ｂが算出した光
の強度を保存する光強度記憶装置２４Ｂが接続されている。
【００３６】
　散乱光検出部１０５は、検査光を照射された微生物、非微生物粒子、及び気泡で生じる
散乱光を検出する。散乱光検出部１０５は、散乱光を受光する散乱光受光素子５０を備え
る。散乱光受光素子５０としては、フォトダイオード等が使用可能であり、光を受光する
と、光エネルギーを電気エネルギーに変換する。
【００３７】
　散乱光受光素子５０には、散乱光受光素子５０で生じた電流を増幅する増幅器５１が接
続されている。増幅器５１には、増幅器５１に電力を供給する増幅器電源５２が接続され
ている。また、増幅器５１には、増幅器５１で増幅された電流を受け取り、散乱光受光素
子５０が受光した散乱光の強度を算出する光強度算出装置５３が接続されている。光強度
算出装置５３には、光強度算出装置５３が算出した散乱光の強度を保存する光強度記憶装
置５４が接続されている。
【００３８】
　セル４０内を液体が流れると、光源１０が励起光を照射し、蛍光検出部１０２が、ラマ
ン散乱光の波長帯域よりも長波長側の第１の蛍光波長帯域の光の強度と、ラマン散乱光の
波長帯域よりも短波長側の第２の蛍光波長帯域の光の強度と、を測定し、時系列的に光強
度記憶装置２４Ａ、２４Ｂに保存する。また、散乱光検出部１０５が、散乱光を測定し、
散乱光の光強度を時系列的に光強度記憶装置５４に保存する。
【００３９】
　第１の実施の形態に係る液中蛍光検出装置は、中央演算処理装置（ＣＰＵ）３００をさ
らに含む。ＣＰＵ３００は、散乱光基準判定部３０３を含む。散乱光基準判定部３０３は
、第１の蛍光波長帯域の光の強度の値と、第２の蛍光波長帯域の光の強度の値と、を光強
度記憶装置２４Ａ、２４Ｂから読み出す。また、散乱光基準判定部３０３は、散乱光の強
度を、光強度記憶装置５４から読み出す。
【００４０】
　散乱光基準判定部３０３は、蛍光検出部１０２が蛍光帯域の光を測定せず、散乱光検出
部１０５が散乱光を測定した場合、検査対象の水が気泡を含むと判定する。さらに、散乱
光基準判定部３０３は、蛍光検出部１０２が蛍光帯域の光を測定せず、散乱光検出部１０
５が散乱光を測定した場合、検査対象の水が微生物及び非微生物粒子を含まないと判定し
てもよい。またさらに、散乱光基準判定部３０３は、蛍光検出部１０２が蛍光帯域の光を
測定し、散乱光検出部１０５が散乱光を測定した場合、検査対象の水が微生物又は非微生
物粒子を含むと判定してもよい。
【００４１】
　ＣＰＵ３００は、比較部３０１及び蛍光基準判定部３０２をさらに含んでいてもよい。
比較部３０１は、検出した第１の蛍光波長帯域における光の強度の値と、第２の蛍光波長
帯域における光の強度の値と、を光強度記憶装置２４Ａ、２４Ｂから読み出す。さらに、
比較部３０１は、第１の蛍光波長帯域の光の強度と、第２の蛍光波長帯域の光の強度と、
を比較する。蛍光基準判定部３０２は、ラマン散乱光の波長帯域よりも長波長側の第１の
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蛍光波長帯域の光の強度が、ラマン散乱光の波長帯域よりも短波長側の第２の蛍光波長帯
域の光の強度よりも大きい場合、液体が微生物を含んでいると判定する。また、蛍光基準
判定部３０２は、ラマン散乱光の波長帯域よりも短波長側の第２の蛍光波長帯域の光の強
度が、ラマン散乱光の波長帯域よりも長波長側の第１の蛍光波長帯域の光の強度よりも大
きい場合、液体が非生物粒子を含んでいると判定する。
【００４２】
　蛍光基準判定部３０２は、例えば、判定結果を出力装置４０１から出力する。出力装置
４０１としては、ディスプレイ、スピーカ、及びプリンタ等が使用可能である。
【００４３】
　以上説明した第１の実施の形態に係る液中蛍光検出装置によれば、ラマン散乱光が生じ
ても、ラマン散乱光を液体中に含まれている微生物又は非微生物粒子からの自家蛍光であ
ると誤判定することを抑制することが可能となる。
【００４４】
　（第２の実施の形態）
　第２の実施の形態では、第１の非生物粒子と、第１の非生物粒子とは異なる第２の非生
物粒子と、を判別する方法を説明する。
【００４５】
　第２の実施の形態においては、図１に示す光源１０は、第１の非生物粒子が発する自家
蛍光のスペクトルと、第２の非生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルと、の間に、ラマ
ン散乱光の波長帯域が位置するような波長の励起光を照射する。あるいは、光源１０は、
第１の非生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルの裾と、第２の非生物粒子が発する自家
蛍光のスペクトルの裾と、が重なる部分に、ラマン散乱光の波長帯域が位置するような波
長の励起光を照射する。
【００４６】
　図１１は、波長が４４５ｎｍの励起光を照射したときの、ガラスからなる非生物粒子が
発する自家蛍光のスペクトルの実例の一つである。図１２は、波長が４４５ｎｍの励起光
を照射したときの、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）からなる非生物粒子が発する
自家蛍光のスペクトルの実例の一つである。図１３は、図１１に示したスペクトルと、図
１２に示したスペクトルと、を重ねたグラフである。図１１ないし図１３に示すように、
ガラスからなる非生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルは、ＰＥＴからなる非生物粒子
が発する自家蛍光のスペクトルよりも長波長側において強度が強い。反対に、ＰＥＴから
なる非生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルは、ガラスからなる非生物粒子が発する自
家蛍光のスペクトルよりも短波長側おいて強度が強い。また、このとき、水において波長
が５２４ｎｍ前後にラマン散乱光のピークが発生している。ガラスからなる非生物粒子が
発する自家蛍光のスペクトルは、ラマン散乱光のピークよりも長波長側において強度が強
い。反対に、ＰＥＴからなる非生物粒子が発する自家蛍光のスペクトルは、ラマン散乱光
のピークよりも短波長側において強度が強い。
【００４７】
　第２の実施の形態において、図１に示すＣＰＵ３００の比較部３０１は、第１の蛍光波
長帯域の光の強度と、第２の蛍光波長帯域の光の強度と、を比較する。蛍光基準判定部３
０２は、ラマン散乱光の波長帯域よりも長波長側の第１の蛍光波長帯域の光の強度が、ラ
マン散乱光の波長帯域よりも短波長側の第２の蛍光波長帯域の光の強度よりも大きい場合
、液体が第１の非生物粒子を含んでいると判定する。また、蛍光基準判定部３０２は、ラ
マン散乱光の波長帯域よりも短波長側の第２の蛍光波長帯域の光の強度が、ラマン散乱光
の波長帯域よりも長波長側の第１の蛍光波長帯域の光の強度よりも大きい場合、液体が第
２の非生物粒子を含んでいると判定する。
【００４８】
　（第３の実施の形態）
　第３の実施の形態では、液体中に溶解した第１の蛍光物質と、液体中に溶解した第１の
蛍光物質とは異なる第２の蛍光物質と、を判別する方法を説明する。
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【００４９】
　第３の実施の形態においては、図１に示す光源１０は、液体中に溶解した第１の蛍光物
質が発する蛍光のスペクトルと、液体中に溶解した第２の蛍光物質が発する蛍光のスペク
トルと、の間に、ラマン散乱光の波長帯域が位置するような波長の励起光を照射する。あ
るいは、光源１０は、液体中に溶解した第１の蛍光物質が発する蛍光のスペクトルの裾と
、液体中に溶解した第２の蛍光物質が発する蛍光のスペクトルの裾と、が重なる部分に、
ラマン散乱光の波長帯域が位置するような波長の励起光を照射する。
【００５０】
　図１４は、波長が４６０ｎｍの励起光を照射したときの、消毒用アルコールに含まれる
香料及び色素等の添加剤が発する蛍光のスペクトルの実例の一つである。図１５は、波長
が４６０ｎｍの励起光を照射したときの、緑茶に含まれるクロロフィルが発する蛍光のス
ペクトルの実例の一つである。図１６は、図１４に示したスペクトルと、図１５に示した
スペクトルと、を重ねたグラフである。図１４ないし図１６に示すように、消毒用アルコ
ールに含まれる香料及び色素等の添加剤が発する蛍光のスペクトルは、緑茶に含まれるク
ロロフィルが発する蛍光のスペクトルよりも長波長側において強度が強い。反対に、緑茶
に含まれるクロロフィルが発する蛍光のスペクトルは、消毒用アルコールに含まれる香料
及び色素等の添加剤が発する蛍光のスペクトルよりも短波長側おいて強度が強い。また、
このとき、水において波長が５４５ｎｍ前後にラマン散乱光のピークが発生している。消
毒用アルコールに含まれる香料及び色素等の添加剤が発する蛍光のスペクトルは、ラマン
散乱光のピークよりも長波長側において強度が強い。反対に、緑茶に含まれるクロロフィ
ルが発する蛍光のスペクトルは、ラマン散乱光のピークよりも短波長側において強度が強
い。
【００５１】
　第３の実施の形態において、図１に示すＣＰＵ３００の比較部３０１は、第１の蛍光波
長帯域の光の強度と、第２の蛍光波長帯域の光の強度と、を比較する。蛍光基準判定部３
０２は、ラマン散乱光の波長帯域よりも長波長側の第１の蛍光波長帯域の光の強度が、ラ
マン散乱光の波長帯域よりも短波長側の第２の蛍光波長帯域の光の強度よりも大きい場合
、液体が消毒用アルコールに含まれる香料及び色素等の添加剤を含んでいると判定する。
また、蛍光基準判定部３０２は、ラマン散乱光の波長帯域よりも短波長側の第２の蛍光波
長帯域の光の強度が、ラマン散乱光の波長帯域よりも長波長側の第１の蛍光波長帯域の光
の強度よりも大きい場合、液体が緑茶に含まれるクロロフィルを含んでいると判定する。
【００５２】
　第３の実施の形態によれば、飲料工場等において、配管に流れている液体が消毒用アル
コールから緑茶に切り替わったことを検出することが可能である。
【００５３】
　（その他の実施の形態）
　上記のように本発明を実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす記述及び
図面はこの発明を限定するものであると理解するべきではない。この開示から当業者には
様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかになるはずである。例えば、第２の
蛍光波長帯域より第１の蛍光波長帯域に強い強度を有する光を発する第１の物質と、第１
の蛍光波長帯域より第２の蛍光波長帯域に強い強度を有する光を発する第２の物質と、の
組み合わせは任意であり、第１の物質及び第２の物質が生物粒子であったり、第１及び第
２の物質の少なくとも一方が細胞であったりしてもよい。第１及び第２の物質の少なくと
も一方が細胞である場合、細胞は染色されていなくともよい。
【００５４】
　また、粒子による散乱光の強度は、粒子の粒径と相関する。さらに、微生物及び非微生
物粒子の粒径は、微生物及び非微生物粒子の種類によって異なる。そのため、検出した散
乱光の強度から、水に含まれる微生物及び非微生物粒子の種類を特定してもよい。その他
、粒子の種類の判別方法としては、米国特許第６８８５４４０号明細書、及び米国特許第
７１０６４４２号明細書が開示している方法が使用可能である。また、図１においては、
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いない液体に励起光を照射してもよい。
【００５５】
　このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を包含するというこ
とを理解すべきである。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　以下に限定されないが、本発明は、医薬用精製水、食品用精製水、飲料用精製水、及び
半導体装置製造用精製水の製造現場等で利用可能である。
【符号の説明】
【００５７】
１０   光源
１１   光源駆動電源
１２   電源制御装置
２０Ａ 第１の受光素子
２０Ｂ 第２の受光素子
２１Ａ、２１Ｂ       増幅器
２２Ａ、２２Ｂ       増幅器電源
２３Ａ、２３Ｂ       光強度算出装置
２４Ａ、２４Ｂ       光強度記憶装置
３０   筐体
４０   セル
５０   散乱光受光素子
５１   増幅器
５２   増幅器電源
５３   光強度算出装置
５４   光強度記憶装置
１０２ 蛍光検出部
１０５ 散乱光検出部
３００ 中央演算処理装置（ＣＰＵ）
３０１ 比較部
３０２ 蛍光基準判定部
３０３ 散乱光基準判定部
４０１ 出力装置
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